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１【提出理由】

平成28年６月24日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月24日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円

配当総額　7,867,519,544円

②剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年６月27日

 

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、益子　修、山下　光彦、白地　浩三、池谷　光司、服部　俊彦、安藤　剛史、

坂本　春生、宮永　俊一、新浪　剛史及び小林　健を選任する。選任される取締役全員の任期は、本

総会終結後、最初に開催される株主総会（臨時株主総会を含む）の終結の時までとする。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、大庭　四志次を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 5,918,775 1,293,488 1,339 （注）１ 可決（81.72％）

第２号議案    （注）２  

益子　修 5,515,777 1,694,467 1,339  可決（76.16％）

山下　光彦 6,881,526 323,390 6,670  可決（95.02％）

白地　浩三 6,880,682 324,234 6,670  可決（95.01％）

池谷　光司 6,881,533 323,383 6,670  可決（95.02％）

服部　俊彦 5,852,405 1,357,834 1,339  可決（80.81％）

安藤　剛史 5,851,979 1,358,260 1,339  可決（80.80％）

坂本　春生 6,785,817 424,432 1,339  可決（93.70％）

宮永　俊一 6,056,992 1,153,255 1,339  可決（83.63％）

新浪　剛史 6,630,493 579,755 1,339  可決（91.55％）

小林　健 6,028,969 1,181,275 1,339  可決（83.25％）

第３号議案    （注）２  

大庭　四志次 6,928,663 283,703 1,339  可決（95.67％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により

各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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